
厚別警察署のホームページをご覧いただきありがとうございます。

３月に入り、日増しに春の気配を感じるころとなりましたが、皆様いかがお過ごしで

しょうか。

これからの時期は、まだまだ、寒暖の定まらぬ時期でありますので、くれぐれもご自

愛ください。

それでは、私から皆様に次の事項についてお知らせいたします。

１ 令和８年度（第１回）北海道警察官採用試験

★試験概要

○受付期間

令和８年３月１日（日）から同年４月10日（金）午後５時00分まで

○採用予定人数

250名程度 男性Ａ区分 140名程度、男性Ｂ区分 40名程度

女性Ａ区分 50名程度、女性Ｂ区分 20名程度

○受験資格

【学歴】

Ａ区分～学校教育法による大学（短期大学を除く。）等を卒業した者

（令和９年３月末日までに卒業見込みの者を含む。）

※高度専門士の称号を取得又は令和９年３月末日までに取得見込みの者

を含む

Ｂ区分～Ａ区分以外の者（学校教育法による高等学校在学中の者を除く。）

【年齢】

平成６年４月２日から平成21年４月１日までに生まれた者

（令和９年４月１日現在で18歳以上33歳未満）

「道民とともに 道民のために」

警察官の仕事は、交番勤務や犯罪捜査、防犯活動、交通指導取締、災害救助等

多岐に渡ります。上司や同僚、部下等の仲間と共に、同じ目標に向かって仕事に

取り組んでいます。

「ＯＮ、ＯＦＦのある職場！仕事も私生活も充実！」

北海道警察は仕事のやりがいはもちろん、私生活の充実も大切にする組織です。

休暇や給料、育児や介護との両立等、私生活も充実させたい方にとって魅力あ

ふれる組織です。

「まずは北海道警察について知ろう」

北海道警察では、ＷＥＢや対面型等、各種説明会やイベントを開催しています。



まずは説明会やイベントに参加して、リアルな道警を知ることから始めましょ

う。説明会の案内は、北海道警察ホームページや採用センターのＳＮＳを御覧く

ださい。

２ 進学・進級時における少年の非行・犯罪被害防止と有害環境の浄化

さしのべる 手のぬくもりを どの子にも

○ 非行防止は家庭から！

・ 家庭は最も身近な社会です。

社会のルールやマナーを守らせ、善悪のけじめをつけ

させましょう。

・ 子供たちが狙われています。

ＳＮＳ上の犯罪実行者募集情報に応募した子供が、犯

罪組織に利用され、 特殊詐欺や強盗などの犯罪に加担させられています。

急に金遣いが荒くなった、最近付き合う友人が変わったなど子供の様子が

おかしいと感じたら警察に相談してください。

・ インターネットの利用に起因して、犯罪被害に遭う事例が後を絶ちません。

家庭のルールづくりや情報モラルについて家族で話し合いましょう。

・ 大麻の乱用で検挙される少年が増えています。

大麻に「害はない」「依存性はない」という情報

は間違いです。

大麻は違法で有害な薬物であることを教えましょ

う。

○ こんな兆候は要注意です。気になることは警察に相談を！

・ 行き先を言わず外出したり、帰宅時間が遅くなったり、夜遊びや外泊が多

くなった。

・ 親に隠れて長時間携帯電話を利用したり、知らない人と連絡をとりあって

いる。

○ フィルタリングで有害サイトをブロック！

・ フィルタリングは、年齢に応じてサイ

トやアプリの許可・制限などができま

す。

・ 子供が使用するスマートフォンを購入

する際は、販売店でフィルタリングを設

定してもらいましょう。

○ ペアレンタルコントロールを活用しよう

・ 子供が使用するスマートフォンやゲーム機にペアレンタルコントロールを

設定して、利用状況を確認したり、 設定の制限をすることでネット上のト

ラブルから身を守ることができます。



３ 融雪期の事故防止

～除雪作業中の事故が多発～

○ 適切な時期の氷雪下ろし

寒気が緩んでくると屋根の上から大量の雪が落ちて

くることがあります。

氷雪が屋根からせり出している軒下は危険なので近

づかないようにしましょ う。屋根から氷雪が落下する危険性がある場合は、看

板やロープ等を設置し、歩 行者に注意を促しましょう。

○ 複数による屋根の雪下ろし

例年、屋根の雪下ろし作業中に、はしごや屋根から転落する事故が多数発生し

ています。

雪下ろし作業をするときは、補助者を置くなど複数で行うとともに、ヘルメッ

トや命綱を装着しましょう。

○ 除雪機による作業事故の防止

例年、除雪機による除雪作業中、回転刃（オー

ガ）に衣類を巻き込まれたり、除雪機の下敷きに

なる事故が発生しています。

除雪機を使用するときは、作業に適した服を着

用し、エンジンを掛けたまま雪詰まりを取り除く

ことはやめましょう。

４ 自転車の指導取締りにおける交通反則通告制度適用

４月から自転車の交通違反に青切符が導入されます！

○ 交通反則通告制度の導入!

令和８年４月１日から、自転車の一定の交通違反に対して、

交通反則通告制度が導入されます。

交通反則通告制度は、いわゆる「青切符」制度とも言われ、自動車の交通違反

の際に広く行われている違反処理の方法です。

自転車も車両の仲間として、交通ルールを遵守しましょう。

○ 悪質・危険な違反が指導取締りの対象！

自転車の指導取締りの基本的な考え方としては、交通事故につながる危険な

運転をした場合や、警察官の指導・警告に従わず違反行為を継続した場合など

といった、悪質・危険な行為が交通違反の取締り対象となります。

例えば、単に歩道を通行しているといった違反についてはこれまでと同様に、



通常「指導・警告」が行われます。

○ 自転車安全利用五則を守りましょう！

・ 車道が原則、左側を通行

歩道は例外、歩行者を優先

・ 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

・ 夜間はライトを点灯

・ 飲酒運転は禁止

・ ヘルメットを着用

５ サイバーセキュリティに関する普及啓発強化

＃サイバーセキュリティは全員参加

２月１日から３月18日は「サイバーセキュリティ月

間」です。

フィッシングやサポート詐欺、ランサムウェア、ア

カウント乗っ取りなど、皆さんの生活を脅かす犯罪が

身近になっています。

セキュリティについて日頃から関心を寄せて意識を高め、サイバー犯罪被害に遭わ

ないようにしましょう。

令和８年３月

厚別警察署長 淺 沼 淳


